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１．はじめに 

２０１９年６月１４日 設置変更許可申請（２０２２年５月１３日補正申請）における申請

書記載内容について以下の通り補足する。 

 

２．申請書記載内容に関する補足 

（１）ラック形状に関する記載について 

本文五号「二.(2)(ii)a.構造」において、臨界防止要求に係る設計に関し、「臨界になら

ないよう配慮したラック形状」と記載している。これは、後段規制※1において、大規模漏

えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価の計算条件として、ラック形状が必要であるこ

とを明確にするためである。従って、未臨界の維持に必要なラック形状の元となる使用済

燃料ピットラックは臨界防止に係る SA 設備であり、設工認※2においても使用済燃料ピット

ラックは SA設備と整理している。 

 

本文五号「二.(2)(ii)a.構造」（2022.5.13 補正申請）抜粋 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃料ピット水位が使用済

燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合に、臨界にならないよう配慮

したラック形状及び燃料配置において、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想

定される注水及びスプレイや蒸気条件においても臨界を防止できる設計とする。 

 

 

※1 高浜１号機 既工認添付資料１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設

備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書（2016 年 6月 10 日認可版抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラック形状

に係る条件 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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※2 高浜１号機 既工認資料 「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 6 (1)基本設計方針」 

表 1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト（2016 年 6月 10日認可版抜粋） 

 

 

なお、「二.(2)(ii)a.構造」に記載している臨界防止に係る記載と、設置許可基準規則

との関連性を参考 1に示す。 

 

（２）手順等で想定される対象の記載について 

ａ．補正申請時の考え方 

   本文五号及び添付書類八に「～使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注

水及びスプレイや蒸気条件においても臨界を防止できる～」と記載していた。各語句の関係

は以下の通りであり、「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される」が修飾し

ているのは「注水及びスプレイや蒸気条件」であり、また、「条件」は、「注水」、「スプレ

イ」、「蒸気」を、それぞれ後ろから修飾している。 

 

                               注水  

   使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される    スプレイ   条件においても 

                               蒸気  

    

 ｂ．記載の適正化に向けての考え方 

「使用済燃料貯蔵槽の冷却のための手順等で想定される」の記載が「注水（条件）」、「ス

プレイ（条件）」及び「蒸気条件」を 3つとも修飾していることが正確に読み取れるよう、

使用済燃料ピ

ットラックは

SA 設備として

整理している 
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「～使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水、スプレイ及び蒸気条件に

おいても臨界を防止できる～」と変更することを検討する。 

 

（３）燃料配置に係る記載について 

ａ．補正申請時の考え方 

   既許可（2016.4.20 許可）及び補正申請（2022.5.13 申請）における臨界防止のための

「燃料配置」に係る記載について、本文五号での記載を第 1-1 表に、添付書類八での記載を

第 1-2 表に示す。 

・ 本文五号の「燃料配置」は、燃料の種類や燃焼度等を踏まえた配置も意図した広義の

意味で記載しており、参考 2に示すように、燃焼度等による配置制限を設けていない

プラントにおいても同様の記載としている。また、燃料配置は設備には該当せず、そ

の具体的運用については保安規定※3にて定めている。 

・ 添付書類八では、「燃料配置」についてより具体的に、どのような燃料配置に対して未

臨界を維持できる設計とするかを記載している。既許可では「燃料の初期濃縮度、燃

焼度及び使用済燃料ピット用中性子吸収体の有無の条件による貯蔵領域を設定し、そ

の領域で最も反応度の高い燃料体等が当該領域の全てのラックに貯蔵された状態」と

記載しており、今回の補正申請では「最も反応度の高い新燃料が全てのラックに貯蔵

された状態」と記載していた。 

なお、最も反応度の高い新燃料とは、「本文五号 ハ.(2)」及び「添付書類八 3.2.3(2)」

に記載されている濃縮度約 4.6wt%のウランを使用した燃料棒のみで構成した燃料集合

体のことであり、ガドリニア入り燃料集合体の場合は、一部の燃料棒が濃縮度約 3.0wt%

であるため、これよりも反応度は低くなる。設置許可及び設工認の記載比較を参考 3に

示す。 

また、既許可では、48 GWd/t ウラン燃料（初期濃縮度 約 4.0wt%）と 55GWd/t ウラン燃

料（初期濃縮度 約 4.6wt%）とで貯蔵可能な条件を区別するため、燃料貯蔵領域の条件

の一つとして「燃料の初期濃縮度」と添付書類八に記載していた。 
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第
1
-
1
表
 
本
文
五
号
に
お
け
る
「
燃
料
配
置
」
に
係
る
記
載
 
 

 

既
許
可
(
2
0
16
.
4
.2
0
許
可
) 

補
正
申
請
（
2
0
2
2.
5
.
13

申
請
）
 

ニ
．
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
構
造
及
び
設
備
 

(
2
)
 
核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
の
構
造
及
び
貯
蔵
能
力
 

(
ⅱ
)
 使

用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

a
.
 
構
造
 

（
～
略
～
）
 

ま
た
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
に
よ
り

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
出
口
配
管
下
端
未

満
か
つ
水
位
低
下
が
継
続
す
る
場
合
に
、
臨
界
に
な
ら
な
い
よ
う
配

慮
し
た
ラ
ッ
ク
形
状
、
燃
料
配
置
及
び
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ
と
同
等
の

反
応
度
抑
制
効
果
を
有
す
る
中
性
子
吸
収
体
（
以
下
「
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
用
中
性
子
吸
収
体
」
と
い
う
。
）
配
置
に
お
い
て
ス
プ
レ
イ

や
蒸
気
条
件
に
お
い
て
も
臨
界
を
防
止
で
き
る
設
計
と
す
る
。
 

 

ニ
．
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設

及
び
貯
蔵
施
設
の
構
造
及
び
設
備
 

(
2
)
 
核
燃
料
物
質
貯
蔵
設

備
の

構
造
及
び
貯
蔵
能
力
 

(
ⅱ
)
 使

用
済
燃
料
貯
蔵

設
備
 

a
.
 
構
造
 

（
～
略
～
）
 

ま
た
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
に
よ
り

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

水
位

が
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
出
口
配
管
下
端
未

満
か
つ
水
位
低
下
が

継
続

す
る

場
合
に
、
臨
界
に
な
ら
な
い
よ
う
配

慮
し
た
ラ
ッ
ク
形
状

及
び

燃
料

配
置
に
お
い
て
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵

槽
の
冷
却
等
の
た
め

の
手

順
等

で
想
定
さ
れ
る
注
水
及
び
ス
プ
レ
イ

や
蒸
気
条
件
に
お
い

て
も

臨
界

を
防
止
で
き
る
設
計
と
す
る
。
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第
1
-
2
表
 
添
付
書
類
八
に
お
け
る
「
燃
料
配
置
」
に
係
る
記
載
 
 

 

既
許

可
(2

01
6.

4.
20

許
可

) 
補

正
申

請
（

20
22

.5
.1

3
申

請
）
 

4
.
 
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
 

4
.
1
 
燃
料
の
取
扱
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
 

4
.
1
.
2
 重

大
事
故
等
時
 

4
.
1
.
2
.1
 
概
要
 

（
～
略
～
）
 

ま
た
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
に
よ
り
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

出
口

配
管

下
端

未
満

か
つ
水
位
低
下
が
継
続
す
る
場
合
に
、
臨
界
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し

た
ラ
ッ
ク
形
状
、
燃
料
配
置
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
用
中
性
子
吸
収

体
配

置
に

お
い

て
ス

プ
レ

イ
や

蒸
気

条
件

に
お

い
て

も
臨

界
を

防
止

す
る
設
計
と
す
る
。
 

 燃
料
配
置
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
用
中
性
子
吸
収
体
配
置
に
つ

い
て
は
、
燃
料
の
初
期
濃
縮
度
、
燃
焼
度
及
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

用
中
性
子
吸
収
体
の
有
無
の
条
件
に
よ
る
貯
蔵
領
域
を
設
定
し
、
そ

の
領
域
で
最
も
反
応
度
の
高
い
燃
料
体
等
が
当
該
領
域
の
全
て
の
ラ

ッ
ク
に
貯
蔵
さ
れ
た
状
態
で
未
臨
界
を
維
持
で
き
る
設
計
と
す
る
。
 

（
～
略
～
）
 

4
.
 
核
燃
料
物
質
の

取
扱

施
設
及
び
貯
蔵
施
設
 

4
.
1
 
燃
料
の
取
扱
設
備
及
び
貯
蔵
設
備
 

4
.
1
.
2
 重

大
事
故
等
時
 

4
.
1
.
2
.1
 
概
要
 

（
～
略
～
）
 

ま
た

、
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
に
よ
り

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
出
口
配
管
下

端
未

満
か
つ
水
位
低
下
が
継
続
す
る
場
合
に
、
臨
界
に
な
ら
な
い
よ

う
配

慮
し
た
ラ
ッ
ク
形
状
及
び
燃
料
配
置
に
お
い
て
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵

槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
手
順
等
で
想
定
さ
れ
る
注
水
及
び
ス
プ

レ
イ

や
蒸
気
条
件
に
お
い
て
も
臨
界
を
防
止
す
る
設
計
と
す
る
。
 

 

具
体

的
に

は
、
以
下
の
条
件
で
評
価
し
、
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ
等
の

中
性
子
吸
収
効
果
を
考
慮
せ
ず
に
未
臨
界
を
維
持
で
き
る
設
計

と
す

る
。
 

・
燃
料
配
置
に
つ
い
て
は
、
最
も
反
応
度
の
高
い
新
燃
料
が
全

て
の

ラ
ッ

ク
に

貯
蔵
さ
れ
た
状
態
で
評
価
す
る
。
 

 
 
 
（
～
略
～
）
 

具
体
的
に
記
載
 

具
体

的
に
記
載
 

5



 

 

※3 高浜発電所保安規定 第 95 条 

 

 

 

  

具体的な燃料貯蔵領域は保安規定にて定めている 
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本文五号「ハ.(2)」抜粋（既許可：2016.4.20 許可） 

(2) 燃料体 

 

(ⅰ) 燃料材の種類 

二酸化ウラン焼結ペレット（一部ガドリニアを含む） 

ウラン235濃縮度 

（略） 

 取替燃料 約4.6wt％以下 

ガドリニア入り燃料については、濃縮度約 3.0wt％以下、ガドリニア濃度

約 10wt％以下 

 

 

添付書類八「3.2.3(2)」抜粋（既許可：2016.4.20 許可） 

(2) 燃料集合体 

燃料集合体には、二酸化ウラン燃料集合体とガドリニア入り二酸化ウラン燃料集合体

がある。 

燃料集合体は、第 3.2.2 図及び第 3.2.3(1)図に示すように、15×15 の正方配列を形

成する燃料棒 204 本、制御棒案内シンブル 20 本、炉内計装用案内シンブル 1 本、支持

格子 7個、上部ノズル及び下部ノズル各 1個等で構成する。 

二酸化ウラン燃料集合体は、すべての燃料棒が二酸化ウラン燃料棒であり、ガドリニ

ア入り二酸化ウラン燃料集合体は、燃料棒のうち 20 本又は 16 本がガドリニア入り二酸

化ウラン燃料棒である。 

 

 

 

 

ｂ．記載の適正化に向けての考え方 

「最も反応度の高い新燃料が全てのラックに貯蔵された状態で評価する」との記載につい

ては、許可本文及び添付書類八の燃料集合体に係る記載と関連付けて分かるように、「濃縮度

が最も高い取替燃料が新燃料として全てのラックに貯蔵された状態で評価する」と変更する

ことを検討する。 

 

 

  

ウラン 235 濃縮度の最大は約 4.6wt%である 

通常、燃料集合体は同じ濃縮度の燃料棒で構成されるが、 
ガドリニア入り燃料集合体には濃縮度の異なる燃料棒が混在する 
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（４）最適評価手法に係る記載見直しについて 

ａ．補正申請時の考え方 

補正申請（2022.5.13 申請）における添付書類八 4.1.2.1 項での最適評価手法に係る記載に

ついては、以下の通りとしていた。 

赤線部は評価の概要・考え方を記載したものであり、重大事故等対応のため整備している手

順や設備等に基づき設定する基本ケース、および各パラメータに対し発生する不確かさ影響を

考慮した感度解析ケースでも未臨界が維持できることを確認する旨を記載していた。 

青線部は今回未臨界性評価で設定する具体的条件を記載したものであり、既許認可解析にお

ける設定から変更したものを抜粋して記載し、後段規制においてこれら設定を考慮した解析が

行われることを確実にするために記載していた。 

 

補正申請書（2022.5.13 申請）添付書類八 4.1.2.1 項における記載 

～略～ 

具体的には、以下の条件で評価し、制御棒クラスタ等の中性子吸収効果を考慮せずに未臨界を維持で

きる設計とする。 

 

・燃料配置については、最も反応度の高い新燃料が全てのラックに貯蔵された状態で評価する。 

 

・水の状態については、液相部と気相部の２相に分け、水位変化を踏まえて評価する。 

 

・評価には最適評価手法を採用し、重大事故等時における使用済燃料ピットへの注水・放水手順によ

る流量等のパラメータに現実的な条件を設定した場合、 及び各パラメータに対し発生する不確か

さの影響を考慮した場合 でも未臨界が維持されることを確認することとし、海水を水源とする対

策については、塩素による中性子吸収を考慮する。

 

・燃料集合体内に液膜が形成されることを想定するとともに、気相部空間中の水密度は試験等で得ら

れた知見を踏まえ設定する。 

 

(1) 基本ケースを指す。 

(2) 感度解析ケースを指す。 

   

ｂ．記載の適正化に向けての考え方 

  第 2 表に示すとおり、添付書類十 6.5.1 項「解析条件設定の考え方」の記載内容を元に見直

すこととし、また評価の考え方と評価条件に係る記載を明確に区別して読み取れるよう、以下

のように変更することを検討する。 

(2)   

(1)  
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【前段：評価の考え方の部分】 

「解析の条件設定については、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、未臨界性を確

認するための評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とする。また、

解析条件の不確かさ影響を考慮する必要がある場合には、影響評価において感度解析を行

う。」 

 

【後段：評価条件の部分】 

「例えば、燃料配置については、濃縮度が最も高い取替燃料が新燃料として全てのラックに貯

蔵された状態で評価する。また、水分条件については、手順等により求まる流量等の条件によ

り評価するとともに、必要に応じて不確かさの影響を考慮した感度解析を行う。」 
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第 2表 添付書類十有効性評価における記載と添付書類八 4.1.2.1 項における記載適正化案 

 

既許可（2016.4.20 許可）添付書類十 今回未臨界性評価における解析条件設定方針 各パラメータの具体的設定 
記載適正化案 

  ：2022.5.13 補正申請からの適正化検討箇所 

6.5 有効性評価における解析の条件設定の方針 

6.5.1 解析条件設定の考え方 

有効性評価における解析の条件設定について

は、事象進展の不確かさを考慮して、設計値等の現

実的な条件を基本としつつ、原則、有効性を確認す

るための評価項目となるパラメータに対して余裕

が小さくなるような設定とするが、標準値として

評価項目となるパラメータに対し有意な影響を及

ぼさないことを踏まえて条件を設定する場合もあ

る。この際、「6.4 有効性評価に使用する計算プロ

グラム」において把握した解析コードの持つ重要

現象に対する不確かさや解析条件の不確かさによ

って、さらに本原子炉施設の有効性評価の評価項

目となるパラメータ及び運転員等操作時間に対す

る余裕が小さくなる可能性がある場合は、影響評

価において感度解析等を行うことを前提に設定す

る。ただし、「6.5.2 共通解析条件」に示す解析条

件については共通の条件として設定する。 

なお、初期条件とは異常状態が発生する前の原

子炉施設の状態、事故条件とは重大事故等の発生

原因となる機器の故障又は安全機能の喪失の状

態、機器条件とは重大事故等を収束させる際に使

用する重大事故等対処設備の状態、操作条件とは

運転員等が重大事故等対処設備を操作可能となる

状態のことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本ケース条件の設定方針】 

a.  原則として最確値（現実的な値）を設定する。Ⓐ 

b.  不確かさが評価結果へ与える影響が小さいと判断できる 

  場合には、最確値に対し不確かさを保守的に見込んだ値 

    を設定する。Ⓑ 

c.  現実的な値に幅がある場合には、取り得る保守的な値を 

    設定する。Ⓑ 

d.  運用上の制限に関連するパラメータについては、最確値に 

    対し不確かさを保守的に見込んだ値を設定する。 

 

 

【基本ケース条件に対する不確かさ要因の考慮要否判定フロー】 

 

Ⓐ「基本ケース条件の設定方針」に基づく“ａ”項目 

・燃料集合体内への流入割合 

・液膜となる流量の割合 

Ⓑ「基本ケース条件の設定方針」に基づく“ｂ，ｃ”項目 

・燃料配置 

・流量 

・流入範囲・流量分布 

・液膜厚さ評価式 

・放水の液滴径 

・海水中の塩素濃度 

Ⓒ 該当なし 

Ⓓ 不確かさの影響を考慮した条件。 

（感度解析ケース①~④） 

＜ケース①＞：流量 

・１手順あたりのポンプ台数 

＜ケース②＞：SFP への流入範囲、流量分布 

・流入範囲を狭める風の影響（風の影響①） 

＜ケース③＞：燃料集合体内への流入割合 

・流入範囲を広げる風の影響（風の影響②） 

＜ケース④＞：放水の液滴径 

・スプレイ試験における測定箇所毎の結果の差異 

 

4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

4.1 燃料の取扱設備及び貯蔵設備 

4.1.2 重大事故等時 

4.1.2.1 概要 

使用済燃料ピットは、使用済燃料ピットの冷却機能喪失、

使用済燃料ピットの注水機能喪失、使用済燃料ピット水の

小規模な漏えいが発生した場合において、燃料の貯蔵機能

を確保する設計とする。 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより

使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未

満かつ水位低下が継続する場合に、臨界にならないよう配

慮したラック形状及び燃料配置       

                                    において、使用済

燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水、ス

プレイ及び蒸気条件においても臨界を防止する設計とす

る。 

解析の条件設定については、設計値等の現実的な条件を

基本とし、原則、未臨界性を確認するための評価項目とな

るパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とす

る。また、解析条件の不確かさ影響を考慮する必要がある

場合には、影響評価において感度解析を行う。 

例えば、燃料配置については、濃縮度が最も高い取替燃

料が新燃料として全てのラックに貯蔵された状態で評価す

る。また、水分条件については、手順等により求まる流量

等の条件により評価するとともに、必要に応じて不確かさ

の影響を考慮した感度解析を行う。 

 

Ⓓ 

Ⓓ 

Ⓒ 

Ⓑ 

Ⓐ 

Ⓓ 

Ⓑ 

Ⓐ 

ⒶⒷ 

Ⓓ 

Ⓑ 
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（５）制御棒クラスタ等の中性子吸収効果に係る記載について 

ａ．補正申請時の考え方 

添付書類八 4.1.2.1 項での評価条件に係る記載における「制御棒クラスタ等の中性子吸収効

果を考慮せずに」の“等”については、制御棒クラスタ以外の内挿物等を意図して記載してい

た。 

重大事故等時において、実機使用済燃料ピットに存在しうるものに対する中性子吸収効果の

考慮有無について第 3表に示す。 

  

ｂ．記載の適正化に向けての考え方 

今回の申請において、「制御棒クラスタ及び使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体」を使

用済燃料ピットの未臨界維持に係る設備から削除することとしており、未臨界性評価において

制御棒クラスタ等を考慮しないことは明白であるため、「制御棒クラスタ等の中性子吸収効果

を考慮せずに」の記載を削除することを検討する。 

 

 

 

第 3 表 54 条 2 項に係る未臨界性評価における中性子吸収効果の考慮有無 

中性子吸収物質 
既許可 

（2016.4.20 許可） 

補正申請 

（2022.5.13 申請） 

制御棒クラスタ 〇 × 

使用済燃料ピット用 

中性子吸収棒集合体 
〇 × 

ピット水に残存するほう素 × × 

バーナブルポイズン × × 

プラギングデバイス × × 

海水由来の塩素（気相部） × 〇 

【凡例】〇：考慮する、×：考慮しない 
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（６）今回申請の理由について 

ａ．補正申請時の考え方 

  第 5-1 表及び第 5-2 表に示すとおり、今回の未臨界性評価において削除する使用済燃料ピッ

ト用中性子吸収体は、既許可においては、使用済燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備の双方に本文の記載があるため、該当箇所の記載を一部変更するという意図で変

更の理由を記載していた。 

 

（申請書記載） 

四、変更の理由 

１号炉及び２号炉の使用済燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備を 

一部変更する。 

 

「本文五号 二．(2)(ⅱ)使用済燃料貯蔵設備」 

 「本文五号二．(3)(ⅲ)使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」 

  

   

ｂ．記載の適正化に向けての考え方 

  今回の申請理由、設備・運用の変更内容及び本文の変更を加える箇所が明確となるよう、以

下のように変更することを検討する。 

 

（記載の適正化に向けた検討） 

四、変更の理由 

燃料取扱時における運用面の安全性向上を図るため、使用済燃料ピット用中性子吸収体 

の削除及び燃料貯蔵領域の廃止を行うことから、１号炉及び２号炉の使用済燃料貯蔵設備 

及び使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備を一部変更する。 

 

申請理由   設備・運用の変更内容  

              本文の変更を加える箇所 
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（参考１）「本文五号 ニ.(2) (ii) ａ.構造」での臨界防止に係る記載と設置許可基準規則との関連性 

 

・既許可及び補正申請での本文五号ニ．(2) (ⅱ) a. 構造に係る記載については、設置許可基準規則の第 16 条 2 項、第 54条 1項、第 54 条 2項と対応するよう３つのパートで構成されている。 

・「臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配置」の記載中、ラックは第 54 条 2項に該当する設備である。 

・既許可及び補正申請での記載内容および設置許可基準規則との関連について下表に示す。 

 既許可（2016.4.20 許可） 補正申請（2022.5.13 申請） 設置許可基準規則 

 

 

 

16 

条 

ニ．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 

(2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力 

(ⅱ) 使用済燃料貯蔵設備 

a. 構造 

使用済燃料貯蔵設備は、使用済燃料及び新燃料をほう酸水中の

使用済燃料ラックに挿入して貯蔵する鉄筋コンクリート造、ステ

ンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料ピット）であり、 

（～略～） 

使用済燃料貯蔵設備は、想定されるいかなる状態においても燃料

が臨界に達することのない設計とする。 

（～略～） 

ニ．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 

(2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力 

(ⅱ) 使用済燃料貯蔵設備 

a. 構造 

 

同左 

 

（～略～） 

同左 

 

（～略～） 

【第十六条 ２項】 

発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設（安全施

設に属するものに限る。以下この項において同じ。）を設けなければならない。 

一 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。 

（～略～） 

ハ 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

 二 （～略～） 

 

54 

条 

１ 

項 

燃料貯蔵設備の使用済燃料ピットは、使用済燃料ピットの冷却機

能喪失、使用済燃料ピットの注水機能喪失、使用済燃料ピット水の

小規模な漏えいが発生した場合において、燃料の貯蔵機能を確保で

きる設計とする。 

 

  同左 

【第五十四条】 

 第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失

し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び

臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

＜解釈（抜粋）＞ 

第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済

燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下

した場合」とは、本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事

故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

 

54 

条 

２ 

項 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃

料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が

継続する場合に、臨界にならないよう配慮したラック形状、燃料配

置及び制御棒クラスタと同等の反応度抑制効果を有する中性子吸収

体（以下「使用済燃料ピット用中性子吸収体」という。）配置にお

いてスプレイや蒸気条件においても臨界を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

また、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいにより使用済燃

料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が

継続する場合に、臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料

配置において、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定さ

れる注水及びスプレイや蒸気条件においても臨界を防止できる設計

とする。 

 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因によ

り当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならな

い。 

＜解釈（抜粋）＞ 

第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止

するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライン

及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できな

い場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備を整

備すること。 

５４条１項で考慮する想定事故１または想定事故２における未臨界性評価については、可搬型代替注水

設備により燃料の崩壊熱に伴う蒸散量を上回る水量を注水することで燃料の冠水状態が維持されるため、

使用済燃料ピット（使用済燃料ピットラック含む）の燃料貯蔵機能が確保でき、臨界を防止できる。 
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 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

（参考３）高浜 1号炉及び 2号炉 燃料仕様に係る設置許可 本文五号、添付書類八及び設工認記載の比較 

既許可（2016.4.20 許可）本文五号 既許可（2016.4.20 許可）添付書類八 設工認(2022.5.30 認可) 備 考 

ハ．原子炉本体の構造及び設備 

燃料、制御材および支持構造物などで炉心を構成し、原子炉容器に

収容する。原子炉容器の外側には生体しやへい壁を設ける。 

(1) 発電用原子炉の炉心 

  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 燃料体 

(ⅰ) 燃料材の種類 

二酸化ウラン焼結ペレット（一部ガドリニアを含む） 

ウラン235濃縮度 

 初装荷燃料 第1領域 約2.0wt％ 

 第2領域 約2.7wt％ 

 第3領域 約3.4wt％ 

 取替燃料 約4.6wt％以下 

ガドリニア入り燃料について

は、濃縮度約3.0wt％以下、ガ

ドリニア濃度約10wt％以下 

3.2.3  主要設備 

(1) 燃料棒 

燃料棒は、第 3.2.1 図に示すように二酸化ウラン焼結ペレット又はガ

ドリニア入り二酸化ウラン焼結ペレットをジルコニウム基合金被覆管

又はジルカロイ－４被覆管に挿入し、輸送及び取扱い時のペレットの移

動を防ぐためにコイルばねを入れ、両端にジルカロイ－４端栓を溶接し

た密封構造のもので、ヘリウムを加圧充てんする。（略） 

(2) 燃料集合体 

燃料集合体には、二酸化ウラン燃料集合体とガドリニア入り二酸化ウ

ラン燃料集合体がある。 

燃料集合体は、第 3.2.2 図及び第 3.2.3(1)図に示すように、15×15 の

正方配列を形成する燃料棒 204 本、制御棒案内シンブル 20 本、炉内計

装用案内シンブル 1 本、支持格子 7 個、上部ノズル及び下部ノズル各 1

個等で構成する。 

二酸化ウラン燃料集合体は、すべての燃料棒が二酸化ウラン燃料棒で

あり、ガドリニア入り二酸化ウラン燃料集合体は、燃料棒のうち 20 本

又は 16 本がガドリニア入り二酸化ウラン燃料棒である。ガドリニア入

り二酸化ウラン燃料棒の配置を第 3.2.3(2)図及び第 3.2.3(3)図に示す。 

（略） 

3.2.4 主要仕様 

(1) 燃料棒 

ペレット及び被覆管の仕様を第 3.2.1 表に示す。 

(2) 燃料集合体 

燃料集合体の仕様を第 3.2.1 表に示す。 

 

第 3.2.1 表 燃料の主要仕様 

(1) ペレット 

材料     二酸化ウラン 

 （一部ガドリニアを含む） 

濃縮度     

 初装荷燃料 第 1 領域 約 2.0wt％ 

       第 2 領域 約 2.7wt％ 

       第 3 領域 約 3.4wt％ 

 取替燃料      約 4.6wt％以下 

ガドリニア入り燃料について

は、濃縮度約 3.0wt％以下、ガド

リニア濃度約 10wt％以下 
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 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

既許可（2016.4.20 許可）本文五号 既許可（2016.4.20 許可）添付書類八 設工認(2022.5.30 認可) 備 考 

  ただし、 第4～第6領域 約3.3wt％ 

第7～第10領域 約2.8wt％ 

第11～第15領域 約3.4wt％ 

 第14～第15領域燃料のうちガ

ドリニア入り燃料について

は、濃縮度約1.9wt％、ガドリ

ニア濃度約6wt％ 

 第16～第31領域 約4.0wt％～約3.4wt％ 

 ガドリニア入り燃料について

は、濃縮度約2.5wt％～ 約

1.9wt％、ガドリニア濃度約

6wt％  

ペレットの初期密度 理論密度の約97％ 

  ガドリニア入り燃料について

は、理論密度の約96％ 

ただし、 第1～第31領域 理論密度の約95％ 

 

(ⅱ) 燃料被覆材の種類 

   （略） 

(ⅲ) 燃料要素の構造 

a. 構造 

燃料要素（燃料棒）は、円筒形被覆管に二酸化ウラン焼結ペレット

（一部ガドリニアを含む）を挿入し、両端を密封した構造であり、ヘ

リウムが加圧充てんされている。 

b. 主要寸法 

燃料棒外径   約 11mm 

被覆管厚さ   約 0.6mm 又は約 0.7mm 

燃料棒有効長さ 約 3.7m 

 

(ⅳ) 燃料集合体の構造 

a. 構造 

燃料集合体は、燃料棒、制御棒案内シンブル及び炉内計装用案内シ

ンブルを支持格子により 15 行 15 列の一定ピッチの正方形に配列

し、制御棒案内シンブルの上端に上部ノズル、下端に下部ノズルを

取り付け、下部ノズルでその荷重を支持する構造とする。 

燃料集合体は、原子炉の使用期間中に生じ得る種々の因子を考慮

しても、その健全性を失うことがない設計とする。また、燃料集合

体は輸送及び取扱い中に過度の変形を生じない設計とする。 

  ただし、 第 4～第 6 領域 約 3.3wt％ 

       第 7～第 10 領域 約 2.8wt％ 

       第 11～第 15 領域 約 3.4wt％  

第 14～第 15 領域燃料のうちガ

ドリニア入り燃料については、

濃縮度約 1.9wt％、ガドリニア濃

度約 6wt％ 

       第 16～第 31 領域 約 4.0wt％～約 3.4wt％ 

ガドリニア入り燃料について

は、濃縮度約 2.5wt ％～約

1.9wt％、ガドリニア濃度約

6wt％ 

初期密度 理論密度の約 97％ 

 ガドリニア入り燃料について

は、理論密度の約 96％ 

  ただし、 第 1～第 31 領域 理論密度の約 95％ 

（略） 

(2) 被 覆 管     

  （略） 

(3) 燃料集合体 

集合体数 157 

燃料棒配列 15×15 

集合体当たり燃料棒本数 204 

全燃料棒本数 32,028 

燃料棒全長（端栓とも） 約 3.9m 

燃料棒ピッチ 約 14.3mm 

集合体全長 約 4.1m  

集合体断面寸法 約 214mm×約 214mm  

支持格子材料 ニッケル・クロム・鉄合金 

集合体当たり支持格子数 7 

制御棒案内シンブル材料 ジルカロイ－４ 

集合体当たり制御棒案内 

シンブル本数 20 

制御棒案内シンブル  

（略） 

集合体当たり炉内計装用案内 

シンブル本数 1 

炉内計装用案内シンブル 
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b. 主要仕様 

燃料集合体における燃料棒配列         15×15 

燃料棒ピッチ                 約 14mm 

燃料集合体当たりの燃料棒本数         204 

燃料集合体当たりの制御棒案内シンブル本数   20 

燃料集合体当たりの炉内計装用案内シンブル本数 1 

 

 

(ⅴ) 最高燃焼度 

燃料集合体最高燃焼度 55,000MWd/t 

ただし、 第 1～第 15 領域 39,000MWd/t 

 第 16～第 31 領域 48,000MWd/t 

           外径 約 13.9mm 

           厚さ 約 0.43mm 

 

 

 

 

燃焼度     

 取替燃料集合体平均 約 49,000MWd/t 

  （3.6 で述べる平衡炉心） 

 燃料集合体最高  55,000MWd/t 

  ただし、 第 1～第 15 領域 39,000MWd/t 

       第 16～第 31 領域 48,000MWd/t 
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